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東海市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市長 花 田 勝 重 

 

東海市上下水道事業管理規程第２号 

 

東海市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 

東海市上下水道事業会計規程（昭和４４年東海市水道事業管理規程第３号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条第１項中「及び」の次に「指定公金事務取扱者（」を加え、「の規定に基づ

き」を「において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第

２項に規定する指定公金事務取扱者をいい、」に改め、「徴収又は」を削り、「を受託し

ている者（以下「徴収等事務受託者」という」を「の委託を受けた者に限る。以下同

じ」に改める。 

第１６条第２項中「徴収等事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第４項に

おいて準用する同条第３項の規定により、なお従前の例により同項に規定する従前

の公金事務として上下水道事業の業務に係る公金の収納の事務を行う者は、指定公

金事務取扱者とみなして、改正後の東海市上下水道事業会計規程第１５条第１項及

び第１６条第２項の規定を適用する。 

 


